
強化指定選手支援費交付要項

１ 目的

宮崎県競技力向上対策基本方針に基づき、本県競技力の向上を図る。

２ 補助対象

優れた競技力を有しオリンピックやパラリンピック、国民体育大会、全国障害者スポーツ大会等

で活躍が期待される選手で、大会派遣や練習環境等を考慮し支援を必要とする者

３ 支援対象経費

(1) 支援対象経費は、国際規模の大会や全国大会等（以下「大会等」という。）、また強化合宿、

遠征に参加するための交通費及び宿泊費等とする。 ※領収書の宛名は個人名とする。

(2) 県内一泊６，４８０円(税込)、県外・国外一泊９，１８０円(税込)を原則とする。

ただし、本会が定めた宿泊料金を超過する部分は、支援対象外とする。

(3) 宮崎県又は本会等の補助金と重複する場合は、重複する部分の支援金は交付しない。

(4) 年間の活動計画及び実績等を考慮して、年度間１回、別に定める基準により補助する。

４ 補助対象者の決定

関係加盟団体の推薦に基づき競技力向上対策委員会で決定する。

５ 事務手続き

推 薦 関係加盟団体は指定期日までに本会へ推薦書を提出する。

↓

審 議 、 決 定 推薦書に基づき競技力向上対策委員会で審議、決定する。

↓

支 援 金 の 内 示 本会から関係加盟団体へ支援金額等を内示する。

↓

支 援 金 申 請 関係加盟団体は本会へ支援金交付申請書を提出する。

↓

支 援 金 交 付 本会から関係加盟団体へ交付決定を通知する。

↓ 同時に本会から関係加盟団体の口座に支援金を振り込む。

事 業 実 施

↓

事 業 実 績 報 告 関係加盟団体は事業終了後３０日以内（但し３月１０日まで） に本会へ

↓ 報告する。

確 定 通 知 本会から関係加盟団体へ額の確定通知を行う。

６ 支援金は、別に定める「補助金等の執行に関する取扱」に基づき、適正に執行しなければならな

い。

７ この要項は、平成２７年４月１日から施行する。

平成２９年１１月７日一部改正


